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師岡町梅の丘公園 維持管理対象公園の現況把握

■周辺の航空写真 ■都市計画図 　　■基礎データ

　　凡例

■現況計画 ■公園沿革

師岡町梅の丘公園は、「横浜みどりアップ計画」の一環として、
農地の公益的機能の保全と市民の農体験の機会を増やすた
め、農園付公園として整備される。分区園、団体分区園、協働
農園の3つの農園エリアをもつ公園として整備される。

規 模

種 別

公開年月日

住 所

連絡先

主要施設

その他

10250㎡(指定管理面積：10250㎡）

近隣公園

2015（平成27）4月1日

港北区師岡町511番3

横浜市環境創造局 北部公園緑地事務所
TEL 045-353-1166
FAX 045-352-3086

分区園、団体分区園、協働農園、倉庫
棟、多目的トイレ、エントランス広場、草
地広場

■利用者数の動向（季節や平休日の違いによる増減）

■利用者からの要望・苦情

・竹灯篭まつりや映画会の開催要望等がある。

分区園の応募状況
●令和元年（2019年）募集時

・個人分区園1.69倍（46区画に対し78通の応募）
・団体分区園0.33倍（３区画に対し１通の応募）

●令和３年（2021年）募集時
・個人分区園2.71倍（46区画に対し125通の応募）
・団体分区園0.33倍（３区画に対し１通の応募）

■市民活動の有無とその内容（愛護会等）

・市民活動なし

分区園 12.5㎡ 46区画
団体分区園 50.0㎡、50.0㎡、50.0㎡

合計150.0㎡ 3区画

協働農園 38.3㎡、48.9㎡、42.5㎡
合計129.7㎡ 3区画

指定管理区域

全体平面図 計画地全景

現況竹林現況農園

「横浜市環境創造局第11次緑地環境診断調査（令和元年度）航空写真データ」
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師岡町梅の丘公園 管理の考え方と留意点

C:\Users\user\Documents\masui\横浜市：仲ケ谷・東寺尾維持管理水準書\1214維持管理\仲ケ谷戸管理の考え方.jpg

C:\Users\user\Documents\masui\横浜市：仲ケ谷・東寺尾維持管理水準書\1214維持管理\仲ケ谷戸基本管理.jpg 　

C:\Users\user\Documents\masui\横浜市：仲ケ谷・東寺尾維持管理水準書\1214維持管理\仲ケ谷戸施設管理.jpg

C:\Users\user\Documents\masui\横浜市：仲ケ谷・東寺尾維持管理水準書\1214維持管理\仲ケ谷戸植物管理.jpg

◆公園の特性
・本園は里山景観の保全と様々な農体験がおこなえる公園で、自然保全ゾーンと農体

験ゾーンの２つのゾーンを持つ公園である。
・農体験ゾーンには、分区園エリア（分区園、団体分区園）と、農体験エリア（協働農園、

梅林園）があり、多様な形態で市民が農体験や農についての学習をおこない、 地
域コミュニティーを形成する場である。

・自然保全ゾーンは既存の竹林や樹林地、草地等の里山景観や自然を保全するゾー
ンアである。

■公園のテーマ

C

Ｄ

『里山の風景を市民参加で伝承する公園』
・ 里山の風景や古くから続く横浜の農風景を保全しながら、昔ながらの

農の景観を保全、継承する農園付公園
・ 近隣にある獅子ヶ谷市民の森や横溝屋敷、その他の緑地・公園の

緑と繋がりを持つ公園
・ 地域の人々が公園の運営に積極的に参加し、地域の財産として、

長く活用しながら保全する、市民参加を目指す公園

■公園の特性と管理の基本的な考え方

■ゾーンの特性と管理目標 ●エリア特性 ○維持管理の留意点

G：樹林地エリア
●雑木の斜面林や竹林がある。
○斜面保護に配慮した樹木管理を行う。

H：植栽エリア
●斜面林の下部に位置し草地広場になっている。
○各樹種にあった、適性な剪定、施肥を行う。

I:園路・広場エリア
●樹林地の中に園路・階段がある。
○点検、清掃等を行い、ベンチなどの施設については
破損やボルトの緩み等が確認された場合、早急に補

修する。

F

G

Ａ-1
分区園

Ａ-2
団体分区園 B-1

協働農園

倉庫棟

草地広場
エントランス広場

H
草地広場

I

◇管理の基本的な考え方
・本園の設計意図を踏まえ、農体験やレクリエーション、憩いの場として、
適正な維持管理、良好な景観の保全・育成を行う。
・本園の特徴を活かし、市民活動等の地域のコミュニティに配慮した管理・
運営を行う。
・本園利用者が、分区園、建築施設、休憩施設、園路等の施設を快適に
利用できるよう、日常清掃をはじめとした維持管理を確実に行う。

◇運営の基本的な考え方
・分区園利用者や公園利用者が農や自然について関心を高め、学習

できるように協働農園や果樹園の運営をおこなうことが望ましい。
・分区園利用者や公園利用者のコミュニティー形成を促すように協働

農園や果樹園の運営をおこなうことが望ましい。

B-2
梅林

自然体験ゾーン

自然保全ゾーン

E

E

E

B：農体験エリア
●農園において市民と協働しながら農体験を提供する場
○農地として適正な状態に維持するよう、利用者に指導
を行う。
○利用者が快適に利用できるよう、配慮ある管理を行う。
○年１回以上の農体験ができるよう、管理を行う。

B-1：協働農園エリア
●利用者が何人かの協働で利用する農園

B-2：梅林エリア
●収穫イベント等により利用者が協働で利用する果樹園

表―分区園・農園の位置づけの整理

G

自然保全ゾーン

自然体験ゾーン

分区園エリア 農園エリア 区分 

A-1：分区園 A-2：団体分区園 B-1:協働農園・B-2:果樹園 

対象 個人や家族単位での利用者 学校、福祉施設、町内会等、 

または地域で恒常的に活動して

いるグループ 

市民、分区園利用者 

耕作 各区画利用者が耕作 利用者による耕作 指定管理者（イベント等、自主事業による耕作が

望ましい） 

管理 各区画利用者による自己管理 利用者による管理 原則、管理者による。 

市民等と協働で管理をおこなうことが望ましい。 

 C：管理・サービスエリア
●利用者の農具や荷物を収納する建築施設（倉庫）、
管理用駐車スペース、トイレ、屋外の洗い場がある。
○利用者の快適性や安全性、衛生面に留意しながら、
点検、清掃、補修等を行う。

D：植栽エリア
●草地広場にウメなどの高木植栽がある。
○各樹種にあった、適性な剪定、施肥を行う。

E：法面エリア
●計画地の東側、北側外周部は草本類によって保護
された法面がある。
●農園周りには、潅木や高木が植えられた法面があ
る。
○景観へ配慮し、点検、清掃を行う。

F:園路・広場エリア
●メインエントランスとなる入口広場と園路がある。

●水飲み、サインなどの施設がある。
○点検、清掃等を行い、ベンチなどの施設については

破損やボルトの緩み等が確認された場合、早急に補

修する。

Ａ：分区園エリア
●分区園において個人、団体に農体験を提供する場
○農地として適正な状態に維持するよう、利用者に
指導を行う。
○分区園の区画施設の適切な維持および公平な利
用の誘導を行う。
○一般利用者と分区園利用者が、ともに快適に利用
できるよう、配慮ある管理を行う。

Ａ-1：分区園
●自己管理により個人が利用する農園

Ａ-2：団体分区園
●学校などの団体が利用する農園

※ ウメはPPV対策のためすべて伐採されているが、梅林エリアなどにおいて今後新たにウメの植樹を検討中

2



師岡町梅の丘公園 基本管理：作業対象範囲・作業留意点図・維持管理水準一覧表

　

※ 点検については、個別に記載している事項のほか、「横浜市公園施設点検マニュアル」による点検を実施すること。
この点検には、年度ごとに横浜市が⽀給する点検チェックシートを使⽤し、点検後速やかに報告すること。

※ ウメはPPV対策のためすべて伐採されているが、梅林エリアなどにおいて今後新たにウメの植樹を検討中
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師岡町梅の丘公園 植物管理: 作業対象範囲・作業留意点図・維持管理水準一覧表

植物管理
管理項目 管理水準 備考

対象 規模・単位 年回数
植栽林管理 竹林管理

伐竹 古竹等の処理 古竹・危険竹等、竹の間引き 760㎡  1回/年 10～12月

斜面雑木林 臨時措置 枯損木等の処理 枯損木・危険木・枯れ枝等 3200㎡  随時

緊急対応
台風災害時の利用上支障となる樹
木の処理

1 式  随時

　 植物管理 高木管理 整枝剪定 広場内、通路沿い等修景上必要な樹木に限る 24本  1回/2～5年

病虫害防除 剪除・焼却 1 式  随時

　 臨時処置 巡視による発見・苦情により行う剪除 1 式  随時

点検
枯損木・危険木・枯

れ枝等
敷地境界部、園路際、広場の中な
どを重点的に実施する。

1 式  随時

　 臨時措置 支柱交換 1 式  随時

枯損木等の処理 枯損木・危険木・枯れ枝等 1 式  随時

緊急対応
台風災害時の利用上支障となる樹
木の処理

1 式  随時

　 中低木管理 刈り込み 分区園まわりの低木等 350㎡  1回/年

病虫害防除 剪除・焼却 1 式  随時 350㎡約2000本

　 臨時処置 巡視による発見・苦情により行う剪除 1 式  随時

施肥 1 式  随時

臨時措置 枯損木等の処理 1 式  随時

緊急対応 1 式  随時

　 特殊樹木 整枝剪定 花後剪定

ウメ等・果樹管理 夏季剪定 14本  随時
品種により適期に
実施

　 冬季剪定 14本  1回/年

施肥 1 式  随時

病虫害防除 剪除・焼却 1 式  随時

臨時処置 巡視による発見・苦情により行う剪除 1 式  随時

宿根草・地被類 点検 枯損・成育不良等
園路際、広場の中などを健全育成
の点検実施

1 式  随時

臨時処置 枯損・病害虫の発見による措置 1 式  随時

※　剪定、刈り込み、間伐等の樹木管理については、必要に応じ、横浜市と協議の上行うこと。

※　初期管理は苗木の健全な育成を主とする。臨時処置（台風等による倒木など）が必要な時は対処する。

※　干ばつ時等、天候に応じて適宜かん水を行うこと。

※　ウメはPPV対策のためすべて伐採されている（H29現在）

特殊樹木・果樹林

（既存樹+新植）
ウメ等

斜面雑木林

農園周り植栽

（既存樹+新植）
シラカシ・コナラ等

特殊樹木
ウメ

草地広場（既存樹）

竹林

特殊樹木
ウメ

斜面雑木林

※ ウメはPPV対策のためすべて伐採されているが、梅林エリアなどにおいて今後新たにウメの植樹を検討中
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師岡町梅の丘公園 施設管理: 作業対象範囲・作業留意点図・維持管理水準一覧表

施設管理
管理項目 管理水準 備考

対象 規模・単位 年回数

　 建物管理 建物 点検、清掃、補修 倉庫、トイレ 127.6㎡  260回/年 巡回時点検※1

備品等 倉庫、トイレ 1式  随時
※1
倉庫鍵の貸出し及び管理
を行う。

園路広場 点検 園路、広場 1式  4回/年 ※1

　 補修
園路部不陸（巡回時点検による）、ブ
ロック積、重力式擁壁、階段、擬木土
留め等

1式  随時

給水施設 点検 水のみ、手足洗い場 1式  4回/年 ※1

桝清掃 水のみ、手足洗い場 1式  1～4回/年 ※1

　 排水施設 点検 側溝・桝類 1式  1～3回/年

菅・桝清掃 Ｕ型側溝 1式  1～3回/年 梅雨、台風時期※1

　 桝類 1式  1回/年 梅雨、台風時期※1

菅渠 1式  随時

工作物 点検
スツール、案内板、門扉、フェン
ス、車止めほか※2

1式  4回/年

臨時措置、応急対応 柵等の破損時ほか 1式  随時

※1　横浜市公園施設点検マニュアル（案）に従って点検すること。

　　　施設の修復が必要な場合は横浜市に連絡のこと。ただし、指定管理者が制作設置した工作物については補修を行うこと。

ロッカー、棚等
鍵、扉などの故障点検
整理整頓

手足洗い場

ファイヤーサークル・

スツール・水飲み

エントランス広場

園路（透水性舗装）

ベンチ

倉庫棟

設備管理
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師岡町梅の丘公園 年間維持管理計画表

分類 頻度 予想数量 作　業　時　期 備考

作業対象 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

巡視 定期巡視 96回/年 1 式  8回/月×12ヶ月＝96回/年

臨時巡視 随時 1 式  台風災害時等

清掃 日常清掃 清掃 24回/年 10,250㎡ 巡回時に実施

処分 随時 1 式  

基本管理 臨時処置 随時 1 式  

臨時清掃 随時 1 式  
草刈

人力抜根除草 5回/年 350㎡
協働農園、団体分区園外周部・通路等、農園部の低木部、
外周部の地被植栽（刈り込み）（除草時、地被・宿根草を刈
り取りせぬよう配慮のこと）

人力草刈 3回/年 1,370㎡ 竹林・梅林・外周部植栽等

機械草刈 3回/年 2,400㎡ 法面部・草地広場

植栽林管理 竹林管理 伐竹 1回/年 760㎡ 10～12月

斜面雑木林 臨時措置 随時 3,200㎡

植物管理 高木管理 整枝剪定 1回/2～5年 1 式  

病虫害防除 随時 24本  

随時 1 式  

点検 随時 1 式  

臨時措置 随時 1 式  

随時 1 式  

随時 1 式  

中低木管理 刈り込み 1回/年 300㎡  

植物管理 病虫害防除 随時 1 式  

随時 1 式  

施肥 随時 1 式  

臨時措置 随時 1 式  

随時 1 式  

特殊樹木 整枝剪定 随時 14本  
ウメ等・果樹管理 1回/年 14本  品種により適期に実施

施肥 随時 1 式  

病虫害防除 随時 1 式  

随時 1 式  
宿根草・地被類 点検 随時 1 式  

随時 1 式  

建物管理 建物 点検、清掃、補修 260回/年 127.6ｍ2  巡回時点検

備品等
ロッカー、棚等
鍵、扉などの故障点検
整理整頓

随時 1 式  倉庫鍵の貸出し及び管理を行う。

電気設備 点検、ランプ交換 随時 1 式  

園路広場 点検 4回/年 1 式  

補修 随時 1 式  

給水施設 点検 4回/年 1 式  

施設管理 桝清掃 1～4回/年 1 式  

排水施設 点検 1～3回/年 1 式  

菅・桝清掃 Ｕ型側溝 1～3回/年 1 式  梅雨、台風時期

桝類 1回/年 1 式  梅雨、台風時期

菅渠 随時 1 式  

電気設備 点検 園内灯施設 1回/年 2 基  

修理 ランプ交換等 点検時・随時 2 基  

工作物 点検 4回/年 1 式  

臨時措置、応急対応 随時 1 式  

作業内容

管理項目

※ ウメはPPV対策のためすべて伐採されているが、梅林エリアなどにおいて今後新たにウメの植樹を検討中
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